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はじめに

宇佐市では、平成２７年３月に「宇佐市子ども・子育て支援事業計画」を策定
し、地域社会全体で子ども・子育てを支援する支え合いの取り組みを進めている
ところです。そのうち、「小児科医療の充実」については、現在市内の小児科医
療機関や中津市民病院の小児救急センター等のご協力を得て、安心できる地域医
療体制が確保できているところです。
しかしながら、現状を見ますと、小児科医の診察の必要性が低いにも関わらず
受診したり、緊急を要しないにも関わらず休日・夜間の時間外診療を求めたりす
るケースが多く見られます。このままでは市内の小児科医、中津市民病院の小児
救急センターの小児科医ともに激務が続くこととなり、救急処置が本来優先して
必要な重症患者への対応も充実できないこととなります。
市としましては安心して子育てをするために構築してきた地域医療体制を将来
にわたって守り育てていくため、軽症の場合や受診すべきか迷った時に #8000
番電話相談などを活用して、いわゆる「コンビニ受診」をしないようにすることや、
通常の診察時間内にかかりつけ医に受診するなど、緊急やむを得ない場合を除い
ては時間外診療を控えていただくことにご理解ご協力をお願いしております。
こうした御努力の一助となるよう、各ご家庭での適切な受診の判断に役立つ「小
児救急ハンドブック（第３版）」を作成いたしました。お子様が誤飲などの事故
にあわれたり、発熱、嘔吐等が見られたりした時に、フローチャートでのその症
状を確認することで、今すぐ受診すべきか判断できるようになっています。また、
家庭で様子を見る場合の「ホームケアのポイン卜」も分かりやすくまとめていま
す。このハンドブックを活用して、適切な受診を行うようにしていただければ幸
いです。
終わりに、本ハンドブック作成にご尽力いただきました大分県医師会・大分県
小児科医会の先生方に感謝申し上げますとともに、市民の皆様におかれましては、
今後とも、宇佐市が進めております、地域社会全体で支え合う子育て支援にご理
解とご協力をいただきますようお願い申し上げます。

平成28年 4月　　　　　　　　　　
宇佐市長　　是　永　修　治　
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1）日頃からお子さんの様子をよく観察しましょう
「いつもと何か様子が違う」家族がそう感じることで、子どもの病気がみつかる
ことがよくあります。日頃のお子さんの様子、特徴やくせをよく知っておくと、
ちょっとした体調の変化に早く気づくことができます。体調の不良を感じたら、症
状がひどくならないうちに、かかりつけ医の診療時間内に受診しましょう。また、
もしもの急病などの時にも、早目に異常が発見できるように心がけておきましょう。

2）かかりつけ医をもちましょう
子どもは個人差も大きく、成長により日々
変化していきます。日頃から気軽に何でも相
談できる「かかりつけ医」をもちましょう。
かかりつけ医は近くの小児科専門の医療機関
を選びましょう。日常の健康管理のアドバイ
スはもちろん、いろいろと相談にものっても
らえ、わからないことは遠慮せずに聞くこと
もでき心強い存在です。入院や高度な治療、
精密検査などが必要な場合、かかりつけ医が
適切な医療機関や専門医を紹介してくれます。

3）�できるだけ時間内に受診し、子どもの症状をよく知っている
人が連れて行きましょう
どんな医療施設も通常の診療時間内がスタッフもそろって最も機能が充実してい
ます。詳しい診察や相談をするためには、時間内に受診をしましょう。受診の際に
は子どもの様子がよくわかる人が連れて行き、症状についてできるだけ詳しく説明
ができるようにしておきましょう。受診を祖父母などに頼む場合は、子どもの訴え
や家での様子はメモにしておくとよいでしょう。



4）コンビニ受診はやめましょう
時間外に診察が受けられるから、便利だから受診するといういわゆるコンビニ

受診は控えましょう。時間外受診は翌朝まで待てない時の一時的なものという意
識を持ちましょう。時間外に軽症の患者さんが多く受診することで、処置を急が
なければならない重症患者さんへの対応が遅れてしまうことが問題視されていま
す。しかし、急いで受診すべきだったお子さんが、朝まで待ったために重症化し
てしまうことはもっとよくありません。お子さんの症状が緊急に受診すべきもの
か、朝まで待てるのか正しく判断するためにこのガイドブックを充分に活用して
ください。

5）受診に持っていくとよいもの
母子健康手帳・保険証・子ども医療費受給

資格者証・診察券・熱などの症状を書いた経
過メモ（熱の推移についてのグラフ）・便の様
子がおかしい時は、便（オムツ）・病院でもらっ
ている薬の名前（薬剤情報、お薬手帳）・ティッ
シュペーパー・タオル・着替え・オムツ・お
気に入りのおもちゃや絵本　など

※日曜・休日当番医・小児救急病院については、46ページ⓾を参照してください。

平27年12月1日より、中津市民病院小児科外来の診療受付が変更になっています。
初診患者さんは、必ず地域医療機関を受診し、中津市民病院への受診が必要と判断
された方のみ紹介状持参の上、受診いただくようになります。但し、休日・夜間の
小児外来および救急車による来院患者さんはこの限りではありません。
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⓾日曜･休日当番医・
小児救急病院について
●日曜 ･ 休日に受診が必要な場合は、
日曜 ･休日当番医を広報「うさ」、宇佐市ホームページ、
新聞等でお知らせしています。
電話での問い合わせは、
宇佐消防本部：0978–32–0119

●時間外に救急対応が必要な場合は、
中津市民病院で受け入れを行っています。できる限り
受診前に電話にて中津市民病院へ一度ご相談ください。
お問い合わせ先 :0979–22–2480



⓫子育てに関する
悩み事相談について

●妊娠・出産・子育てに関する相談
宇佐市役所　子育て支援課　母子保健係

	 0978–32–1111( 内線 628・629)
●子どもの家庭問題・悩み事相談
宇佐市家庭児童相談室	 0978–32–2616( 直通 )
	 0978–32–1111( 内線 619)

●障がい福祉に関する相談
宇佐市役所	福祉課	障害者福祉係

	 0978–32–1111( 内線 604・605)
●母子保健・精神保健や医療に関する相談 
   （妊娠・出産・乳幼児の発達や子育て、こころの相談やうつ等）
大分県	北部保健所	地域保健課	健康増進班・疾病対策班

	 0979–22–2210( 代表 )
いずれも	受付時間：月〜金	8 時 30分〜 17時 00分
	 （ただし	北部保健所は 17時 15分まで）
　　　　　（土日・祝日	年末年始除く）　

⓬いつでも子育てほっとライン
   　　　  〜ひとりで悩まず、まずは相談〜

大分県こども・女性相談支援センター

0 1 2 0 – 4 6 2 – 1 1 0
専門の電話相談員が24 時間 365日相談に応じます。



宇佐市
平成28年4月

問い合わせ先
宇佐市 福祉保健部 子育て支援課 0978-32-1111（内線628・629）

「小児救急ハンドブック」


